
報告：地域医療介護総合確保基金（医療分）について

令和４年度第１回川崎地域地域医療構想調整会議
資料３
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１ これまでの分野別、地域別の活用状況について

(1) 分野別活用状況
ア 当基金における事業の分野

事業区分Ⅰ-1：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備
の整備に関する事業（Ｒ２年度までの区分Ⅰ。Ｒ３年
度名称変更）

事業区分Ⅰ-2：地域医療構想の達成に向けた病床数又は病床の機能の
変更に関する事業（Ｒ３年度新設区分）

事業区分Ⅱ ：居宅等における医療の提供に関する事業
事業区分Ⅳ ：医療従事者の確保に関する事業
事業区分Ⅵ ：勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業

【参考】国が示す標準的な事業例・・・・・・・・【参考資料１】
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１ これまでの分野別、地域別の活用状況について

イ 積立額 （単位：百万円）

※ R４年度（要求ベース）
Ⅰ：1,909百万円（うち区分Ⅰ-1：1,909百万円、区分Ⅰ-2：なし）、
Ⅱ ：256百万円、Ⅳ：1,960百万円、Ⅵ：80百万円 計4,205百万円

事業
区分

H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R３ 合計

Ⅰ - 2,889 2,000 2,002 11 8 97 6 7,014

Ⅱ 643 476 108 100 179 241 176 195 2,118

Ⅳ 3,207 576 1,562 1,330 1,622 1,549 1,494 1,142 12,481

Ⅵ ― ― ― ― ― ― 399 399 798

計 3,850 3,941 3,670 3,432 1,812 1,798 2,166 1,742 22,411
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１ これまでの分野別、地域別の活用状況について

【参考１】国の予算額及び都道府県への配分方針等

○ 予算額（公費（＝国2/3+地方1/3）ベース）

○ 都道府県への配分方針
区分Ⅰ-1、Ⅱ、Ⅳについては、予算の範囲内に一律圧縮の上、メリ

ハリある配分（医師少数都道府県や医師少数区域に置ける医師の確保
に重点的に配分）を行う。

また、区分Ⅵについては、予算の範囲内に調整し配分を行う。

H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

544
億円

904
億円

904
億円

904
億円

934
億円

1,034
億円

1,194
億円

1,179
億円

1,029
億円
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１ これまでの分野別、地域別の活用状況について

5

ウ 分野別の執行状況 （単位：百万円）

※ R４年度（当初予算額）
Ⅰ：1,909百万円（うち区分Ⅰ-1：1,909百万円、区分Ⅰ-2：なし）、
Ⅱ：256百万円、Ⅳ：1,960百万円、Ⅵ：80百万円 計4,205百万円

【参考】神奈川県県計画に位置付けた事業の概要・・・・・【参考資料２】

事業
区分

H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 計 残高
(R03年度末)

Ⅰ - 83 1,453 837 561 1,399 887 443 5,663 1,371

Ⅱ 98 352 255 260 275 264 192 208 1,904 215

Ⅳ 1,182 1,411 1,925 1,787 1,476 1,365 1,290 1,321 11,757 817

Ⅵ ― ― ― ― ― ― 19 170 189 610

計 1,280 1,846 3,633 2,884 2,312 3,028 2,388 2,143 19,513 3,013
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（２） 県内の地域別執行状況
（地域医療介護総合確保基金（医療分）、平成26～令和３年度）

(千円）

公民
区分

事業
区分

横浜
川崎
北部

川崎
南部

相模原
横須賀
・三浦

湘南
東部

湘南
西部

県央 県西
その他

（全県対象）
計

公

Ⅰ 1,041,801 263,718 0 67,419 39,028 123,030 258,138 908,876 3 2,290 2,704,303 

Ⅱ 88,053 5,501 5,212 4,956 21,269 10,239 11,332 22,813 10,795 79,172 259,341 

Ⅳ 963,956 277,652 199,799 174,072 263,189 481,457 510,328 387,918 215,794 1,220,606 4,694,771 

Ⅵ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 2,093,811 546,871 205,011 246,446 323,485 614,726 779,798 1,319,607 226,592 1,302,068 7,658,415 

民

Ⅰ 1,484,748 172,190 80,818 7,742 129,658 270,197 99,855 654,988 9,586 18,433 2,928,216 

Ⅱ 560,180 56,208 67,365 47,451 151,764 119,223 122,990 167,970 81,580 270,057 1,644,787 

Ⅳ 3,192,048 538,066 144,812 359,829 352,977 509,822 339,061 545,027 569,087 548,687 7,099,416 

Ⅵ 27,930 0 95,360 42,134 0 0 0 18,620 4,776 0 188,820 

計 5,264,906 766,464 388,354 457,156 634,398 899,242 561,907 1,386,605 665,029 837,178 11,861,239 

計

Ⅰ 2,526,549 435,908 80,818 75,161 168,685 393,227 357,993 1,563,864 9,589 20,723 5,632,518 

Ⅱ 648,233 61,708 72,576 52,406 173,032 129,462 134,322 190,783 92,375 349,230 1,904,128 

Ⅳ 4,156,004 815,718 344,611 533,900 616,166 991,279 849,390 932,945 784,881 1,769,293 11,794,187 

Ⅵ 27,930 0 0 42,134 0 0 0 18,620 4,776 0 188,820 

計 7,358,717 1,313,335 593,365 703,602 957,884 1,513,968 1,341,705 2,706,212 891,621 2,139,245 19,519,654 

注）当基金における「公」の定義

・都道府県及び市町村

・医療法（昭和23年法律第205号）第31条に規定する公的医療機関及び国、独立行政法人、国立大学法人及び地方独立行政法人が開設した医療機関

・都道府県、市町村、独立行政法人、国立大学法人及び地方独立行政法人が開設した介護施設等


